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は
じ
め
に

広
島
市
公
文
書
館
に
は
、
戦
後
の
広
島
市
と
の
合
併
に
よ
り
旧
町
村
役
場
か
ら
引
き
継
が
れ

た
役
場
文
書
が
数
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
半
は
明
治
以
降
に
作
成
さ
れ
た
近
代
の
文

書
で
あ
る
が
、
中
に
は
近
世
文
書
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
は
広
島
周
辺
の
村
に
お
け
る
近
世
社

会
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
糸
口
と
な
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、今
回
佐
東
町
域
の
近
世
文
書1

か
ら
、沼
田
郡
中
調
子
村
（
現
安
佐
南
区
・

旧
佐
東
町
域
）
と
高
宮
郡
岩
上
村
（
現
安
佐
北
区
・
旧
高
陽
町
域
）
と
の
間
で
起
こ
っ
た
山
林

の
権
益
や
境
界
を
め
ぐ
る
紛
争
「
山
論
」
に
関
す
る
資
料
を
取
り
上
げ
る
。
末
尾
添
付
の
地
図

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
調
子
村
は
太
田
川
流
域
の
山
を
持
た
な
い
平
野
部
に
位
置
し
た
。
一

方
、
対
岸
の
岩
上
村
は
太
田
川
に
注
ぐ
岩
上
川
（
落
合
川
）
の
流
域
を
占
め
、
そ
の
背
後
に
二

城
山
を
備
え
る
地
に
位
置
し
て
い
た
。
両
村
の
山
論
は
史
料
上
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
か
ら

現
れ
、
数
度
の
調
停
を
経
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
問
題
が
再
燃
、
数
年
に
わ
た
る
裁
判
が
行
わ

れ
る
ほ
ど
根
深
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
表
１
）。

本
稿
で
は
、
両
村
の
最
初
の
争
論
に
あ
た
る
と
見
ら
れ
る
享
保
六
年
の
際
の
「
覚
書
」2

を

読
み
解
く
こ
と
で
、
近
世
中
期
広
島
藩
に
お
け
る
農
村
の
林
野
利
用
の
あ
り
方
を
示
す
史
料
と

し
て
紹
介
し
た
い
。

一
　
広
島
藩
の
林
野
政
策

ま
ず
、
広
島
藩
の
林
野
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
時
期
頃
ま
で
の
概
略
を
見
て
い
く3

。

広
島
藩
の
林
野
は
、
御お
た
て
や
ま
建
山
・
御お
と
め
や
ま
留
山
、
野の
ざ
ん山
・
草
山
、
腰こ
し
ば
や
し林に
区
分
さ
れ
る
。
御
建
山
は

藩
用
材
確
保
の
た
め
に
設
定
さ
れ
、
樹
木
の
一
切
に
つ
い
て
厳
し
く
伐
採
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た

い
わ
ゆ
る
藩
有
林
に
あ
た
る
。
御
留
山
も
同
様
に
藩
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら

は
洪
水
被
害
を
防
ぐ
と
い
っ
た
治
山
、
御
建
山
の
立
木
伐
採
後
に
お
け
る
生
育
、
ま
た
、
村
落

間
で
山
論
が
生
じ
て
解
決
に
至
ら
な
い
場
合
の
召
し
上
げ
と
い
う
場
合
に
も
設
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
野
山
・
草
山
、
腰
林
は
農
民
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
た
林
野
で
あ
る
。
野
山
・

草
山
は
村
共
有
の
入
会
地
と
さ
れ
、薪
や
牛
馬
の
飼
料
、田
畑
へ
入
れ
る
肥
草
の
供
給
源
と
な
っ

た
。
腰
林
は
農
民
の
個
別
的
な
所
持
・
利
用
に
委
ね
ら
れ
、
野
山
・
草
山
と
同
じ
く
農
民
の
生

活
基
盤
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
農
民
が
所
有
す
る
林
野
で
あ
っ
て
も
、
松
・
椴
・
杉
・
檜
・
栗
・
槻
・
栂
・

楠
・
弓
木
等
、「
御
用
木
」
に
指
定
さ
れ
た
樹
木
は
藩
か
ら
平
素
の
伐
採
を
禁
じ
ら
れ
、
御
用

木
以
外
の
雑
木
を
伐
採
す
る
際
も
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
広
島
城
下
町
は
太
田

川
の
デ
ル
タ
に
建
設
さ
れ
た
た
め
、
太
田
川
に
よ
っ
て
運
搬
さ
れ
る
土
砂
堆
積
の
被
害
も
深
刻

で
あ
り
、
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
に
は
太
田
川
流
域
で
の
「
鉄か

ん
な穴
流
し
」（
河
川
な
ど
の
水

流
を
利
用
し
て
崩
し
た
土
砂
か
ら
砂
鉄
を
採
取
す
る
手
段
）
が
禁
じ
ら
れ
た
。
加
え
て
、
松
の

大
木
の
根
を
掘
っ
て
「
灯
し
」
に
す
る
「
か
く
い
堀
」
は
、
地
盤
を
緩
め
る
原
因
と
も
な
る
こ

と
か
ら
領
内
で
禁
止
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

林
野
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
御
山
方
と
呼
ば
れ
る
林
野
を
取
り
締
ま
る
機
関
の

改
編
も
進
め
ら
れ
る
。
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
、
山
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
村
方
に
は
二
、三

名
の
惣
山
守
、
各
村
一
名
の
小
山
守
が
置
か
れ
て
領
内
に
お
け
る
林
野
の
管
理
・
支
配
を
図
っ

た
。
さ
ら
に
、
林
野
の
管
理
・
保
全
に
つ
い
て
村
方
に
布
達
し
、
毎
年
こ
れ
に
対
す
る
請
書
を

提
出
さ
せ
る
こ
と
で
徹
底
さ
せ
た
。

さ
ら
に
藩
は
、宝
永
年
間（
一
七
〇
四
～
一
一
）・
享
保
元（
一
七
一
六
）年
・
同
十（
一
七
二
五
）

年
の
三
回
に
わ
た
る
山
改
め
を
実
施
し
、
山
帳
を
作
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
山
改
め
と
併
行

し
て
、
先
述
し
た
山
奉
行
の
廃
止
の
他
、
白
島
に
置
か
れ
て
い
た
運
上
場
を
材
木
場
と
改
称
し
、

藩
用
材
の
収
納
・
管
理
、
城
下
お
よ
び
在
町
の
材
木
問
屋
へ
の
払
い
下
げ
事
務
に
あ
た
ら
せ
る

と
い
っ
た
、
支
配
・
管
理
機
構
の
整
備
を
進
め
た
。
こ
れ
ら
は
、
領
内
の
立
木
を
自
由
に
商
品

化
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
領
内
に
流
通
す
る
木
材
の
藩
に
よ
る
独
占
を
図
る
こ
と
を
狙
っ
た
政
策

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
藩
に
よ
る
木
材
の
独
占
化
へ
の
動
き
は
農
民
の
反
発
も

招
き
、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
、
広
島
藩
北
部
に
発
し
た
享
保
一
揆
の
一
因
と
も
な
っ
た
。

〈
資
料
紹
介
〉

　

沼
田
郡
中
調
子
村
と
高
宮
郡
岩
上
村
の
山
論
関
連
資
料

石  

川 　

遥
（
広
島
市
公
文
書
館
歴
史
資
料
専
門
員
）
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表１　中調子村・岩上村の山論関係資料
資料群 請求番号 資料名 時期

近世文書
（佐東町域）

434 （刈場境の図） 享保 6(1721)

435 ・ 436 （岩上村と中調子村の野山の草刈境を定めた覚書控） 享保 6(1721)

437 （御山方へ提出用岩上村 ・ 中調子村草刈境絵図添書控） 享保 6(1721)

438 岩上村と中調子村の山論書付控 享保 6(1721)

444 覚 （岩上村と中調子村の草刈境補強願） 明和 5(1768)

445 （高宮郡岩ノ上村と沼田郡中調子村草刈所山境御改願書付） 明和 5(1768)

446 覚 （岩上村と中調子村の草刈境杭木たて替えに付受書） 明和 5(1768)

447 態申遣ス （五月の補強願い出に対する安芸郡代官所の答弁） 明和 5(1768)

448 覚 （岩上村御留山の草を誤って刈取った詫び状） 明和 5(1768)

464 （中調子村御建山 ・ 御留山 ・ 野山草刈所覚） 不明

役場文書補遺
（落合村）

H173 （中調子村 ・ 岩上村山林樹木伐払） 済口証文事 巳年

H175 （中調子村 ・ 岩上村山林樹木伐払に付き） 済口証文事 不明

中調子村
役場文書

359 高宮郡岩上村二ツ城山之内字真伏白灰山所争論ノ附山委員日当其他入費取調書抜元帳 明治 15(1882)

360 高宮郡岩上村二ツ城山之内字真伏白灰山所争論費戸掛地掛徴収帳 明治 15 ～ 16(1882 ～ 3)

361 山費仕払証書 明治 16(1883)

362 山件訴状弁駁書上申書綴 明治 16(1883)

363 弁駁書 明治 16(1883)

364 上申書 明治 15(1882)

365 民有山所有権争論訴訟裁判言渡書 明治 16(1883)

366 （民有山取者権争論一件） 明治 16 ～ 17(1883 ～ 4)

367 山論控訴以降出頭簿 明治 16(1883)

368 （山論始審控訴村内費金取約書一件） 明治 16 ～ 17(1883 ～ 4)

369 山所訴訟費控訴村費領収簿 明治 17(1884)

370 山論日記帳 明治 17(1884)

371 山所訴訟費取立外簿 明治 17(1884)

372 中調子村岩上村山林紛争綴 明治 17(1884)

373 再答書 明治 17(1884)

374 ・ 375 民有山所有権争論ノ一件広島控訴裁判所裁判不当ノ上告状 明治 17(1884)

376 （山件委員に関する雑件） 明治 17(1884)

377 ～ 379 （領収証綴） 明治 17(1884)

380 山論委員日当及手使賃買物代支払帳 明治 18(1885)

381 ～ 386 山論被上告費土地反別戸数割取立帳 明治 18(1885)

387 （共有山所争論上告費の借用証） 明治 18(1885)

388 （請取証及び金借用証） 明治 18(1885)

389 （民有山所有権争論一件上告の答書） 明治 18(1885)

390 山論費始審 ・ 控訴 ・ 被上告不納人者抜帳 明治 18(1885)

391 山論費扱兼決算引続帳 明治 18(1885)

392 山論被上告費反別 ・ 戸数割取立外帳 明治 18(1885)

393 山論出頭簿 明治 18(1885)

394 （岩上村字真伏両山取者争論に関する委任状） 明治 18(1885)

395 山論被上告関係金仕払帳 明治 18(1885)

396 ・ 397 山件委員日当幷ニ小使賃諸買物書抜仕払帳 明治 18(1885)

399 始審ヨリ被上告費第二期マテ山論費不納取立外帳 明治 19(1886)

400 自始審至被上告費第二期山論費不納領収帳 明治 19(1886)

401 （共有山所争論の被上告費の借用証） 明治 19(1886)

402 山論費 明治 20(1887)

403 ～ 405 山論費反別割戸数割領収帳 明治 20(1887)

406 金借用証 （計算立直書） 明治 20(1887)

407 山件委員日当並びに小使賃諸買物書抜帳 明治 21(1888)

408 山件委員幷当料小使賃幷二諸費物書抜帳 明治 22(1889)

409 裂地譲渡願 明治 22(1889)

410 岩上村地籍中調子村取者岩上村取者裂地図面野取帳 明治 22(1889)

411 （岩上村と中調子村の野山の定約証書） 明治 22(1889)

412 （受取証綴） 明治 18(1885)

413 （字白灰真伏山の内中調子と岩ノ上村の所有権に関する定約証） 明治 22(1889)

414 （岩上村之内字白灰山中調子村岩上村共有山地境界図） 明治 22(1889)

岩上村
役場文書

417 民有山所湯権争論之訴答状 明治 16(1883)

418 証拠物写シ 明治 16(1883)

419 開陳書 明治 16(1883)

420 上申書 明治 16(1883)

421 民有山所有権争論之控訴状 明治 16(1883)

422 証拠物写 明治 16(1883)

423 ・ 424 第一弁駁書 明治 17(1884)

425 第七号証拠物之写 明治 17(1884)

426 （民有山取有権争論之控訴の裁判言渡書） 明治 17(1884)

427 第二弁駁書 明治 17(1884)
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一
方
、
百
姓
身
分
の
役
務
で
あ
っ
た
惣
山
守
・
小
山
守
は
、
村
方
で
の
贔
屓
な
ど
の
問
題
も

あ
り
、
林
野
支
配
の
徹
底
を
期
し
難
い
面
を
備
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
惣
山
守

は
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
に
廃
止
、
小
山
守
は
山
番
と
改
称
さ
れ
て
、
村
内
の
藩
有
林
の

管
理
・
育
成
の
み
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
御
山
方
を
郡
廻
り
兼
任
と
し
た
が
、
藩

内
林
野
の
管
理
が
行
き
届
か
ず
、
み
だ
り
に
樹
木
が
伐
採
さ
れ
山
が
荒
ら
さ
れ
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
十
八
（
一
七
三
三
）
年
に
専
任
の
山
奉
行
を
設
け
る

と
同
時
に
、
そ
の
指
揮
・
監
督
下
へ
各
村
々
所
在
の
管
理
責
任
者
と
し
た
山
目
付
を
設
置
さ
せ

た
。山

目
付
は
、割
庄
屋
格
と
し
て
郡
内
に
二
、三
名
置
か
れ
、現
地
に
お
け
る
藩
内
林
野
の
管
理
・

育
成
の
中
枢
に
位
置
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
職
務
内
容
は
、
藩
有
林
の
管
理
・
育
成
、
村

内
林
野
の
管
理
責
任
を
負
う
村
役
人
・
山
番
の
監
督
・
指
揮
、
郡
中
を
巡
り
、
山
々
を
絶
え
ず

見
廻
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
林
野
の
利
用
・
管
理
に
関
す
る
村
方
か
ら
の
請
願
が
山
目
付

の
下
吟
味
、
承
認
を
経
て
受
理
さ
れ
る
な
ど
、
藩
と
村
方
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
の
役
割
を
果
た

す
面
も
指
摘
さ
れ
る
。
山
目
付
は
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
か
ら
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年

の
間
一
時
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
廃
藩
ま
で
存
在
し
続
け
た
役
職
と
さ
れ
る
。

加
え
て
、
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に
植
林
を
主
な
任
務
と
し
た
植
木
奉
行
を
設
置
し
た
こ

と
は
、
藩
有
林
の
林
野
政
策
に
お
け
る
採
取
経
営
か
ら
育
成
経
営
へ
の
転
換
を
図
る
藩
の
姿
勢

が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
御
山
方
の
役
職
の
改
廃
や
所
管
事
務
の
転
属
等
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
更
が
行
わ
れ

た
が
、
ひ
と
ま
ず
専
任
も
し
く
は
兼
任
の
山
奉
行
が
置
か
れ
な
い
場
合
は
、
領
内
林
野
の
支
配
・

統
制
と
藩
有
林
の
育
成
・
管
理
は
主
と
し
て
郡
方
の
責
任
と
さ
れ
、
藩
用
材
の
伐
採
・
収
納
・

管
理
事
務
は
勘
定
方
所
管
と
す
る
慣
例
が
確
立
す
る
。

二
　
山
論
の
「
覚
書
」
の
分
析

本
章
で
は
、
中
調
子
村
が
記
録
し
た
享
保
六
年
に
お
け
る
岩
上
村
と
の
山
論
の
「
覚
書
」
の

内
容
を
詳
し
く
見
て
い
く
。
同
「
覚
書
」
の
本
文
翻
刻
を
以
下
に
掲
載
す
る
。
長
文
で
あ
る
が
、

当
時
の
林
野
利
用
の
状
況
や
山
論
の
経
緯
な
ど
を
見
る
上
で
も
、
本
文
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と

と
し
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
筆
者
に
よ
り
各
条
へ
①
か
ら
⑫
の
番
号
を
付
し
た
。

　
　
　
　
　
　

覚

　
高
宮
郡
岩
上
村
地
之
内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沼
田
郡

①
一
弐
つ
し
や
う
山　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
調
子
村

　
　

右
者
、
往
古
ゟ
当
村
薪
柴
草
刈
申
山
所
ニ
而
御
座
候
、
夫
故
、

　
　

往
古
ゟ
山
銀
百
四
匁
弐
分
定
小
物
成
之
内
ニ
而
上
納

　
　

仕
候
、
右
之
山
、
砂
峯
ハ
御
留
山
ニ
而
御
座
候
、

②
一
右
之
山
、
当
正
月
廿
一
日
ニ
岩
上
村
之
も
の
弐
三
人
当

　
　

村
之
柴
草
苅
所
山
へ
参
、
か
く
ひ
堀
り
申
候
ニ
付
、
当
村
之

　
　

山
番
共
追
の
け
申
候
処
ニ
、
其
翌
日
、
又
岩
上
村
之
百
姓

　
　

大
勢
山
鍬
持
上
り
か
く
ひ
ほ
り
申
候
、
就
夫
右
之
通
ニ
而

写真 1　「覚書」の冒頭部分
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捨
置
申
候
者
、
山
荒
柴
草
等
も
か
り
申
事
も
難
成
、

　
　

尤
御
留
山
建
申
た
め
ニ
も
相
成
可
申
と
存
、
殊
ニ
川
越

　
　

遠
方
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
少
々
之
番
小
屋
共
か
け
番
仕
ら
せ

　
　

候
ハ
ゝ
山
茂
能
建
可
申
哉
と
相
談
仕
、
別
二
月
四
日
、

　
　

岩
上
村
庄
屋
角
右
衛
門
方
へ
当
村
百
姓
弐
人
遣
し
、
庄
屋

　
　

角
右
衛
門
と
相
談
仕
候
様
ハ
、
中
調
子
村
柴
草
苅
申
山
所
之

　
　

儀
、
方
々
ゟ
入
口
多
ク
、
山
猥
り
ニ
罷
成
之
様
ニ
奉
存
候
ニ
付
、
少
し
之
番

　
　

小
屋
ど
も
か
け
昼
夜
之
番
仕
ら
せ
可
申
と
申
談
候
得
者
、
角
右
衛
門

　
　

被
申
候
儀
、
夫
者
御
為
之
儀
ニ
在
之
候
間
、
勝
手
次
第
ニ
可
被

　
　

仕
由
被
申
候
、

③
一
二
月
十
一
日
、
岩
上
村
庄
屋
角
右
衛
門
方
へ
又
百
姓
弐
人
遣
シ
申
様
ハ
、

　
　

番
小
屋
之
儀
弥
か
け
申
度
存
候
、
就
夫　

御
公
儀
様
江

　
　

御
申
上
ケ
可
有
之
候
哉
、
左
候
ハ
ゝ
此
方
ニ
も
御
伺
可
申
上
と

　
　

申
候
得
者
、
角
右
衛
門
被
申
候
儀
ハ
、
夫
ニ
者
及
不
申
と
被
申
候
故
、

　
　

其
以
後
少
々
之
番
小
屋
か
け
申
候
、

④
一
同
廿
六
日
、
岩
上
村
庄
屋
角
右
衛
門
使
と
し
て
百
姓
弐
人

　
　

参
候
而
申
様
ハ
、
今
度
小
屋
か
け
候
處
、
古
荒
所
ニ
而
在
之
候
故
、

　
　

小
屋
之
儀
の
け
申
様
ニ
と
申
参
候
、
無
左
候
ハ
ゝ
此
方
よ
り
の
け

　
　

可
申
哉
と
申
来
候
、
将
又
御
留
山
之
儀
、
只
今
迠
砂

　
　

峯
ニ
而
有
之
候
得
共
、
今
度
ふ
も
と
へ
願
替
ほ
う
し
さ
し

　
　

置
申
候
故
、
見
合
申
様
ニ
と
申
来
候
、
其
時
分
庄
屋
善
六
義

　
　

他
行
仕
候
故
、
其
段
申
聞
せ
、
自
是
可
申
懸
と
申
、

　
　

右
使
之
者
戻
し
申
候
、

⑤
一
同
廿
七
日
ニ
、
当
村
ゟ
百
姓
三
人
角
右
衛
門
方
へ
遣
し
候
而
申
様
ハ
、

　
　

今
度
御
留
山
所
願
替
へ
申
候
而
ほ
う
し
さ
し
被
申
候
所
之
儀
、

　
　

当
村
先
年
ゟ
柴
草
苅
申
山
所
ニ
在
之
候
ニ
付
、
替
り
申
候
而
ハ

　
　

殊
之
外
中
調
子
村
不
勝
手
難
儀
ニ
及
申
候
、
殊
更
先
年
ゟ

　
　

御
留
山
ニ
者
小
松
も
有
之
ニ
付
、
願
替
之
義
御
用
捨
可
被
下
や
と

　
　

申
遣
し
候
、
且
又
番
小
屋
所
之
儀
、
俄
に
古
荒
所
ニ
在
之
候
儀

　
　

不
得
其
意
候
、
前
々
よ
り
只
今
迠
柴
草
か
り
来
候
所
ニ
て

　
　

在
之
候
故
、
御
相
談
之
上
小
屋
か
け
申
候
、
其
許
ゟ
御
の
け
候
儀
御
待

　
　

可
被
下
候
、
の
け
申
す
し
ニ
候
ハ
ゝ
、
此
方
よ
り
の
け
可
申
と
申
遣
し
候
、

⑥
一
同
廿
八
日
ニ
、
岩
上
村
角
右
衛
門
方
ゟ
使
と
し
て
百
姓
弐
人
参
候
而

　
　

申
様
ハ
、
番
小
屋
之
儀
ハ
此
方
ゟ
く
す
し
申
候
間
、
左
様
ニ

　
　

相
心
得
申
様
ニ
と
申
来
候
、
且
又
御
留
山
所
之
儀
ハ

　
　

先
年
之
通
を
願
替
へ
候
而
、
中
調
子
村
不
勝
手
ニ
相
成
申
由

　
　

ニ
付
、
是
ハ
先
年
之
通
砂
峯
弐
分
ニ
随
分
政
道
可

　
　

被
仕
由
申
来
候
、
幷
同
年
ニ
も
ほ
う
し
さ
し
置
申
候
間
、

　
　

見
合
可
申
由
申
候
ニ
付
、
使
之
も
の
へ
申
様
ハ
、
御
留
山
之
儀

　
　

先
年
之
通
ハ
得
其
意
申
候
、
同
年
ほ
う
し
之
儀
ハ

　
　

合
点
不
参
候
、
先
年
ゟ
只
今
迠
其
格
無
之
候
間
、
左
様
之

　
　

仕
形
一
圓
承
知
難
仕
候
、
猶
又
小
屋
之
儀
其
元
よ
り

　
　

く
ず
し
被
申
候
段
、
得
其
意
不
申
候
、
の
け
申
筋
ニ
有
之

　
　

候
ハ
ゝ
、
双
方
相
談
之
上
ニ
而
此
方
ゟ
の
け
可
申
処
ニ

　
　

あ
た
り
、
手
あ
ら
く
仕
形
合
点
不
参
候
と
申
、

　
　

右
使
之
も
の
戻
し
申
候
、

⑦
一
四
月
廿
三
日
ニ
、
当
村
山
番
中
調
子
村
柴
草
山
所
よ
り

　
　

罷
帰
り
申
様
ハ
、
今
日
岩
上
村
ゟ
当
村
し
ば
く
さ
苅
申

　
　

山
所
之
内
、
大
谷
へ
三
四
拾
人
ほ
と
入
込
ニ
而
猥
り
ニ
柴
草

　
　

か
り
取
申
候
ニ
付
、
山
番
申
様
ハ
、
急
度
の
き
申
様
ニ
申
候
得
者
、

　
　

此
所
ハ
岩
上
村
山
分
ニ
て
在
之
候
ニ
付
柴
草
か
り
申
と
申
、

　
　

こ
わ
ば
り
除
き
不
申
候
故
、
無
是
非
山
番
其
段
申
戻
り

　
　

申
候
、

⑧
一
同
廿
四
日
ニ
、
柴
草
か
り
申
時
分
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、

　
　

当
村
百
姓
多
人
数
右
之
山
大
谷
へ
参
、
柴
草
苅

　
　

申
候
処
ニ
、
岩
上
村
ゟ
ハ
壹
人
も
参
り
不
申
候
、
当
村
山
子

　
　

も
と
り
申
候
而
、
昼
ゟ
ハ
小
人
数
子
共
交
り
ニ
参
申
候

　
　

得
者
、
又
々
岩
上
村
ゟ
大
勢
乱
入
、
子
共
之
鎌
拾
壹
枚
・

　
　

さ
い
ほ
う
壹
本
取
、
か
ま
と
も
早
速
渡
し
不
申
子
共
ハ

　
　

手
こ
め
候
而
取
申
候
、
あ
ま
り
手
あ
ら
く
仕
形
故
、
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当
村
山
番
弐
人
岩
上
村
庄
屋
角
衛
門
方
へ
参
候
而
頼

　
　

申
様
ハ
、
今
日
此
村
之
百
姓
衆
中
調
子
村
柴
草
か
り
申

　
　

山
所
之
内
へ
大
勢
入
込
候
而
、
中
々
手
あ
ら
く
掛
り
、

　
　

子
共
之
か
ま
・
さ
い
ほ
う
取
、
其
上
子
共
三
四
人
も
痛
メ

　
　

被
申
候
、
尤
中
調
子
村
ゟ
ハ
毎
日
子
共
交
り
山
へ
参
申
儀
ニ

　
　

御
座
候
間
、
万
一
人
痛
も
出
来
候
得
者
、
め
い
わ
く
ニ

　
　

及
申
候
間
、
重
而
中
調
子
村
柴
草
苅
申
山
所
へ
入
込

　
　

右
之
仕
形
無
之
候
様
御
申
付
可
被
下
候
と
申
、
罷
帰
り
申
候
、

⑨
一
右
之
仕
形
故
、
子
共
弐
三
人
右
之
躰
申
戻
り
候
故
、
夫

　
　

よ
り
当
村
山
子
ノ
親
兄
弟
共
、
気
遣
召
連
戻
り

　
　

申
度
と
申
跡
ゟ
参
申
候
、
先
程
其
方
ニ
取
申
候

　
　

此
方
之
山
子
之
鎌
拾
壹
枚
・
さ
い
ぼ
う
壹
本
い
そ
き

　
　

戻
し
申
様
ニ
と
申
候
得
者
、
岩
上
村
百
姓
口
々
申
様
ハ
、
中
々

　
　

も
と
し
申
事
相
成
不
申
、
鎌
ハ
庄
屋
所
ニ
預
り
置
被
申

　
　

筈
ニ
付
、
か
ま
囉
ひ
申
度
候
ハ
ゝ
、
此
方
之
庄
屋
元
へ
参
可
申
と

　
　

申
候
而
、
そ
れ
よ
り
右
岩
上
村
百
姓
大
勢
庄
屋
角
右
衛
門
方
へ

　
　

引
取
申
候
、
就
夫
此
方
之
も
の
之
内
弐
三
人
庄
や
角
右
衛
門
方
へ

　
　

右
之
か
ま
も
ら
い
ニ
参
候
而
、
か
ま
御
戻
し
被
下
候
様
ニ
断
申
候

　
　

得
者
、
鎌
壹
枚
囉
ひ
候
故
、
残
ル
鎌
も
囉
申
事
之
様
ニ

　
　

存
、
と
ら
れ
申
者
幷
追
々
参
申
者
と
も
ニ
弐
拾
人
余
参
候
而
、

　
　

か
ま
被
下
候
様
ニ
断
申
候
得
者
、
角
右
衛
門
被
申
候
儀
ハ
、
成
程

　
　

鎌
拾
枚
此
方
ニ
預
り
置
申
候
得
共
、
中
々
渡
し
申
事

　
　

相
成
不
申
由
被
申
候
ニ
付
、
右
之
も
の
共
無
是
非
戻
り
申
候

　
　

所
ニ
、
い
ま
た
岩
上
村
之
百
姓
大
勢
中
調
子
村
柴

　
　

苅
所
山
ニ
居
申
候
ニ
付
、
此
方
之
も
の
申
様
ハ
、
是
ハ
中
調

　
　

子
村
柴
草
苅
申
山
所
之
内
、
ケ
様
ニ
大
勢
入
込
柴

　
　

草
か
り
申
候
の
み
な
ら
す
、
剰
子
共
を
手
こ
め
鎌
抔

　
　

取
申
儀
あ
ま
り
手
あ
ら
く
仕
形
、
自
今
已
後

　
　

此
所
へ
入
込
柴
草
苅
申
間
敷
と
申
候
得
共
、
聞
入

　
　

不
申
柴
草
苅
取
申
候
ニ
付
、
鎌
六
枚
・
さ
い
ほ
う
弐
本

　
　

此
方
之
も
の
取
申
候
、

⑩
一
同
廿
四
日
晩
、
岩
上
村
庄
屋
角
右
衛
門
方
ゟ
為
使
百
姓

　
　

弐
人
参
申
様
ハ
、
今
日
此
村
之
百
姓
中
大
分
岩
上
村
山
へ

　
　

参
候
而
、
か
ま
六
枚
・
さ
い
ほ
う
弐
本
取
被
申
候
、
其
上

　
　

庄
屋
所
へ
多
人
数
参
申
候
、
全
而
左
様
之
仕
形
無
之

　
　

様
御
申
付
可
給
由
申
参
候
、

⑪
一
同
廿
六
日
朝
、
当
村
ゟ
岩
上
村
庄
屋
角
右
衛
門
方
へ
為
使

　
　

百
姓
三
人
遣
し
申
候
而
申
様
ハ
、
一
昨
晩
ハ
御
使
者
御
座
候

　
　

処
ニ
、
善
六
罷
違
申
故
御
返
事
不
仕
候
、
其
刻
御
申
越
し

　
　

之
趣
村
中
山
子
共
吟
味
仕
候
處
、
廿
四
日
山
ニ
而
か
ま

　
　

も
と
し
給
り
候
様
ニ
申
候
得
者
、
岩
上
村
大
勢
之
百
姓

　
　

中
被
申
候
儀
者
、
か
ま
之
儀
ハ
此
村
庄
屋
殿
ニ
渡
し
申
候
ニ
付
、

　
　

囉
申
度
候
ハ
ゝ
庄
屋
殿
へ
参
可
申
候
と
言
捨
ニ
仕
、
其
儘

　
　

右
之
大
勢
岩
上
村
庄
屋
殿
へ
不
残
引
取
申
候
ニ
付
、
鎌
・

　
　

さ
い
ほ
う
と
ら
れ
申
も
の
共
貴
様
迠
参
申
由
申
候
、

　
　

其
外
之
儀
共
御
申
越
候
得
共
、
左
様
成
儀
ハ
一
圓

　
　

不
存
、
鎌
・
さ
い
ほ
う
一
巻
は
幾
重
ニ
も
御
断
申
上
候
得
共
、

　
　

得
囉
ひ
不
申
候
由
、
扨
又
私
昨
晩
罷
帰
り
承
候
得
者
、

　
　

結
句
中
調
子
村
柴
草
山
之
内
へ
其
村
百
姓
中
大
分

　
　

入
込
、
と
や
か
く
と
新
儀
成
事
共
申
候
而
、
剰
山
子
共

　
　

三
四
人
茂
手
こ
め
及
難
儀
申
候
、
此
已
後
左
様
成
手

　
　

あ
ら
く
儀
不
仕
候
様
ニ
御
申
付
可
給
と
申
遣
し
候
、

⑫
右
者
当
春
よ
り
岩
上
村
百
姓
中
調
村

（
子
　
欠
）柴
草

　

苅
申
山
所
へ
入
込
か
く
ひ
堀
り
申
候
ニ
付
、
山
荒
申
候
、

　

其
上
山
境
等
先
年
よ
り
相
極
居
申
候
処
ニ
大
分

　

相
違
新
儀
申
出
し
、
迷
惑
仕
申
候
、
先
規
之
通
ニ
被

　

為
仰
付
被
下
者
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　

享
保
六
年
丑
ノ
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
沼
田
郡
中
調
子
村
庄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
六
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同
村
与
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
左
衛
門

　

山
田
孫
之
丞
様

　

河
原
藤
右
衛
門
様

形
式
か
ら
、
中
調
子
村
庄
屋
善
六
、
及
び
庄
屋
を
補
佐
す
る
与
頭
二
名
よ
り
、
郡
代
の
山
田

孫
之
丞
・
河
原
藤
右
衛
門
両
名
に
宛
て
た
請
書
の
写
し
に
あ
た
る
も
の
と
判
明
す
る
。
加
え
て
、

「
御
公
儀
様
」、
山
田
・
河
原
両
郡
代
を
は
じ
め
計
七
通
を
提
出
し
、
う
ち
「
松
嶋
徳
平
様
」
へ

の
一
通
が
返
却
さ
れ
た
。

こ
の
「
覚
書
」
か
ら
わ
か
る
経
緯
の
概
略
を
表
２
に
ま
と
め
た
。
以
下
で
は
そ
の
内
容
に
つ

い
て
よ
り
詳
し
く
分
析
を
加
え
る
。

①
で
は
二
ツ
城
山
が
ど
の
様
な
扱
い
と
さ
れ
て
き
た
か
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

同
山
は
往
古
よ
り
中
調
子
村
が
薪
・
柴
草
を
刈
る
山
と
し
て
利
用
し
、
そ
の
た
め
小
物
成
の
一

部
と
し
て
山
銀
四
匁
二
分
が
上
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

②
か
ら
山
論
の
具
体
的
な
経
緯
に
入
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
正
月

二
一
日
、
岩
上
村
の
者
二
、三
名
が
、
中
調
子
村
の
柴
草
を
刈
る
範
囲
へ
入
り
込
み
、
松
の
根

元
を
掘
り
取
る
「
か
く
い
堀
」
を
行
っ
た
。「
か
く
い
堀
」
は
山
の
荒
廃
に
つ
な
が
る
た
め
藩

内
で
こ
れ
を
禁
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
た
中
調
子
村
の
山
番
も
一
旦
こ
の
者
た
ち
を
追
い
払
っ

た
が
、
翌
日
に
は
大
人
数
で
再
び
押
し
か
け
た
。
こ
の
「
か
く
い
堀
」
の
強
行
が
事
件
の
発
端

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
山
の
荒
廃
を
防
ぐ
た
め
に
も
中
調
子
村
は
簡
易
な
番
小
屋
の
設
置

を
計
画
す
る
。
同
山
は
山
へ
の
入
口
が
多
く
、
殊
に
太
田
川
を
隔
て
る
中
調
子
村
（
末
尾
添
付

の
地
図
参
照
）
が
恒
常
的
に
山
を
監
視
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
拠
点
を
山
内
へ
設
け
る
必
要
が

あ
っ
た
。
二
月
四
日
、中
調
子
村
か
ら
岩
上
村
の
庄
屋
角
右
衛
門
へ
こ
の
件
が
相
談
さ
れ
る
と
、

角
右
衛
門
は
、
番
小
屋
は
中
調
子
村
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
好
き
に
す
れ
ば
よ
い
と
返
答

し
て
い
る
。
続
く
③
で
も
、同
件
に
つ
い
て
藩
へ
の
上
申
の
要
否
を
角
右
衛
門
は
不
要
と
し
た
。

中
調
子
村
は
こ
の
後
実
際
に
番
小
屋
を
設
置
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
新
た
な
論
争
の
一
因

と
な
る
。
同
月
二
六
日
に
角
右
衛
門
か
ら
次
の
二
点
が
通
告
さ
れ
た
。
ま
ず
、「
古
荒
所
」
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
中
調
子
村
の
番
小
屋
撤
去
を
要
請
、
さ
ら
に
、
御
留
山
を
こ
れ
ま
で

の
砂
峯
か
ら
麓
へ
願
い
替
え
、
傍
示
を
設
置
し
た
た
め
検
分
し
て
お
く
よ
う
に
と
伝
え
た
の
で

あ
る
（
④
）。

中
調
子
村
の
庄
屋
善
六
は
、
翌
日
角
右
衛
門
へ
次
の
返
答
を
出
し
た
。
ま
ず
、
御
留
山
の
願

い
替
え
は
中
調
子
村
に
と
っ
て
難
儀
と
な
り
、
砂
峯
に
小
松
も
育
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、

麓
へ
の
変
更
が
適
当
で
は
な
い
こ
と
。
番
小
屋
に
つ
い
て
は
、
従
来
中
調
子
村
が
柴
草
を
刈
っ

て
い
た
場
所
へ
相
談
の
上
で
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
に
わ
か
に
「
古
荒
所
」
と
主
張
す

る
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
と
し
、
い
ず
れ
に
も
拒
否
の
意
向
を
示
し
た
（
⑤
）。

し
か
し
、
明
く
る
二
八
日
、
再
度
角
右
衛
門
方
か
ら
岩
上
村
に
よ
る
番
小
屋
の
撤
去
が
告
げ

ら
れ
た
。
ま
た
、
御
留
山
は
中
調
子
村
の
不
便
を
考
慮
し
て
先
年
の
通
り
砂
峯
を
二
分
し
て
の

管
理
と
す
る
が
、
同
年
に
も
傍
示
を
施
す
と
前
回
と
ほ
ぼ
同
様
の
主
張
を
行
っ
た
。
善
六
は
同

意
せ
ず
、
番
小
屋
の
強
制
的
な
撤
去
を
図
る
岩
上
村
の
手
法
を
「
手
あ
ら
く
仕
形
」
と
反
論
し

た
（
⑥
）。
こ
の
番
小
屋
と
御
留
山
願
い
替
え
の
顛
末
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
山
論
の
調

番号 月 日 内容

②

正
21

岩上村の者 2、 3 名が、 中調子村の草苅場内で 「かく
ひ堀」。

22 再び岩上村の者が大勢で山鍬を持ち「かくひ堀」に及ぶ。

2

4
岩上村庄屋角右衛門に、 中調子村から番小屋かけを相
談し了承を得る。

③ 11
番小屋かけにあたり藩への報告を相談、 角右衛門より不
要との回答を得る。
　→この後まもなく番小屋が設置されたらしい。

④ 26
岩上村より、 番小屋の撤去と御留山の願い替えについて
連絡がある。

⑤ 27 中調子村より、 前日の連絡に対する反論が行われる。

⑥ 28
岩上村より、 再度番小屋撤去と御留山の件について連
絡があるが、 中調子村は不同意。

⑦

4

23
中調子村草苅場内の大谷へ岩上村の者 3、 40 人が侵
入し、 柴草苅を行う。

⑧

24

中調子村が大谷で柴草苅。 その後岩上村の者が大勢侵
入し、 子どもらから鎌 ・ さい棒を強奪の上、 数名に暴行
をはたらく。

⑨
中調子村の山子の親兄弟らが岩上村庄屋角右衛門に農
具の返還を求めるが応じられず。 帰途退去指示に応じな
かった岩上村の者から、 鎌 ・ さい棒を強奪。

⑩
岩上村より、 同日の中調子村百姓らの行為に対する抗
議あり。

⑪ 26
中調子村庄屋善六より、 岩上村の抗議に対する反論が
出される。

5 山田 ・ 河原両郡代へ請書を提出。

表 2　中調子村・岩上村の山論経過
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停
前
に
解
決
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

両
村
の
争
論
は
、
⑦
以
後
か
ら
一
層
激
し
さ
を
増
す
。
二
月
後
の
四
月
二
三
日
、
大
谷
と
い

う
中
調
子
村
の
草
苅
場
内
へ
岩
上
村
の
者
三
、四
〇
名
が
入
り
込
み
、
山
番
の
指
示
に
も
従
わ

ず
、
柴
草
を
濫
伐
し
た
。
こ
の
時
期
は
草
刈
り
が
行
わ
れ
る
時
節
に
あ
た
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
林

野
資
源
を
め
ぐ
る
両
村
間
の
緊
張
が
よ
り
高
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

両
村
の
対
立
は
つ
い
に
直
接
の
衝
突
と
な
っ
て
現
れ
る
。
翌
日
、
中
調
子
村
が
大
谷
に
お
い

て
百
姓
大
勢
で
柴
草
刈
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
当
初
岩
上
村
の
者
は
一
人
も
現
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
山
子
が
村
へ
戻
り
子
供
を
含
む
少
人
数
で
の
作
業
と
な
っ
た
折
、
岩
上
村
か
ら
大
勢

が
乱
入
し
、
子
供
ら
の
持
つ
鎌
十
一
枚
、
さ
い
棒
一
本
を
奪
う
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
に
鎌
を
渡

さ
な
か
っ
た
子
供
数
名
に
暴
行
を
加
え
て
こ
れ
を
強
奪
す
る
に
及
ん
だ
。
中
調
子
村
の
山
番
二

名
は
、
直
ち
に
岩
上
村
の
角
右
衛
門
の
元
へ
出
向
き
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
抗
議
し
た
（
⑧
）。

事
態
を
聞
き
及
ん
だ
山
子
の
親
兄
弟
た
ち
が
奪
わ
れ
た
農
具
の
返
還
を
要
求
す
る
も
、
岩
上

村
の
百
姓
た
ち
は
、
庄
屋
の
元
で
鎌
を
預
か
っ
て
い
る
た
め
、
返
し
て
ほ
し
け
れ
ば
同
村
庄
屋

宅
へ
来
る
よ
う
口
々
に
述
べ
、
角
右
衛
門
の
元
へ
引
き
揚
げ
た
。
そ
こ
で
二
、三
名
が
角
右
衛

門
方
を
訪
ね
て
鎌
の
返
還
を
求
め
る
と
一
枚
の
み
が
戻
さ
れ
た
。
残
る
鎌
に
つ
い
て
も
、
奪
わ

れ
た
者
と
後
か
ら
参
着
し
た
者
の
総
勢
二
、三
〇
名
あ
ま
り
で
返
還
を
求
め
た
が
拒
否
さ
れ
た
。

や
む
な
く
帰
路
に
つ
い
た
と
こ
ろ
、
依
然
中
調
子
村
の
柴
草
刈
場
に
大
勢
の
岩
上
村
百
姓
が
お

り
、
立
ち
去
る
よ
う
訴
え
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
中
調
子
村
の
者
た
ち
も
彼
ら

か
ら
鎌
六
枚
、
さ
い
棒
二
本
を
奪
い
取
っ
た
（
⑨
）。

そ
の
晩
、
角
右
衛
門
の
使
者
が
善
六
の
元
（
同
日
は
不
在
）
へ
到
来
し
、
岩
上
村
の
山
へ
中

調
子
村
百
姓
中
が
大
勢
押
し
寄
せ
農
具
を
強
奪
し
た
と
抗
議
し
た
（
⑩
）。
そ
れ
に
対
し
、翌
々

日
の
朝
、
百
姓
ら
を
吟
味
の
上
、
善
六
か
ら
角
右
衛
門
へ
返
答
が
出
さ
れ
た
。
善
六
は
、
中
調

子
村
側
の
行
い
を
岩
上
村
が
先
に
不
当
な
行
為
に
及
ん
だ
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
岩
上
村

側
の
行
い
を
非
難
し
て
い
る
（
⑪
）。

こ
う
し
た
一
連
の
騒
動
を
踏
ま
え
、
最
後
に
「
か
く
い
堀
」
や
山
境
の
侵
犯
と
い
っ
た
岩
上

村
の
不
当
行
為
を
改
め
て
告
発
し
、「
先
規
之
通
」、
す
な
わ
ち
従
来
通
り
の
中
調
子
村
の
権
益

の
保
護
を
、
中
調
子
村
の
庄
屋
・
与
頭
か
ら
郡
代
両
名
に
求
め
て
い
る
（
⑫
）。

そ
も
そ
も
な
ぜ
沼
田
郡
の
中
調
子
村
が
太
田
川
を
挟
む
隣
郡
に
位
置
す
る
岩
上
村
の
山
に

薪
・
柴
草
を
刈
り
に
行
っ
て
い
た
の
か
。
中
調
子
村
は
添
付
の
地
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

東
に
太
田
川
、西
に
古
川
が
流
れ
る
平
野
部
に
位
置
す
る
村
で
あ
り
、村
内
に
山
を
持
た
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
生
活
や
農
耕
に
必
要
不
可
欠
な
林
野
資
源
を
得
る
た
め
、
十
分
な
山
林
を
持
つ

岩
上
村
の
山
林
の
一
部
を
藩
の
指
示
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
た
め
と
さ
れ
る4

。
そ
の
代
わ

り
に
、
小
物
成
（
山
林
・
原
野
・
池
沼
・
河
海
な
ど
の
収
益
ま
た
は
そ
の
産
物
を
対
象
と
す
る

課
役5

）
と
し
て
一
定
額
の
山
銀
上
納
が
中
調
子
村
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
事
例
は
本
件
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
佐
伯
郡
五
日
市
村
も
山
林
を
全
く
持
た
な
い
村

と
し
て
、
毛
利
氏
、
福
島
氏
と
い
っ
た
時
期
か
ら
周
辺
六
ケ
村
（
井
口
・
皆
賀
・
坪
井
・
倉
重
・

保
井
田
・
下
河
内
）
の
林
野
へ
の
入
会
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
お
り6

、
本
件
と
よ
く
似

た
状
況
に
あ
っ
た
。
中
調
子
村
が
述
べ
る
「
往
古
」
も
、
恐
ら
く
五
日
市
村
同
様
近
世
初
期
頃

に
さ
か
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
他
村
内
の
林
野
へ
の
入
会
で
あ

る
が
ゆ
え
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
、
五
日
市
村
で
も
本
件
同
様

周
辺
の
村
々
と
の
間
で
数
度
に
わ
た
っ
て
争
論
が
起
こ
っ
て
い
る7

。

今
回
の
よ
う
に
、
山
林
を
め
ぐ
る
争
論
は
各
地
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
に
は
、
近

世
中
期
以
降
に
お
け
る
人
口
増
加8

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
木
材
、
生
活
に

必
要
な
燃
料
等
の
需
要
増
大
に
加
え
、
増
加
し
た
人
口
に
応
じ
て
切
畑
な
ど
土
地
の
開
拓
が
進

め
ら
れ
、
よ
り
多
く
の
肥
草
・
牛
馬
の
飼
料
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
そ
う
し
た
耕
地
の

開
拓
な
ど
に
よ
っ
て
材
木
や
柴
草
を
生
み
出
す
山
林
が
減
少
し
、
林
野
資
源
の
確
保
が
一
層
切

実
な
問
題
と
な
っ
た
。
本
件
の
山
論
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
人
口
増
を
背
景
と
す
る
も
の
と
推

測
さ
れ
る9

。

で
は
、
こ
う
し
た
山
林
を
め
ぐ
る
村
間
の
問
題
が
生
じ
た
際
、
ど
の
よ
う
な
交
渉
が
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
、前
半
の
番
小
屋
設
置
に
か
か
る
経
緯
を
見
る
と
、中
調
子
村
は
自
村
の「
柴

草
苅
所
山
」内
で
あ
っ
て
も
、何
か
あ
れ
ば
山
の
所
在
す
る
岩
上
村
に
確
認
を
得
る
必
要
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
両
村
の
庄
屋
同
士
が
互
い
に
使
者
を
介
し
て
交
渉
し
、
時
に
藩
へ

上
申
す
る
ま
で
も
な
く
両
村
間
の
同
意
で
済
ま
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
に
、

岩
上
村
が
不
要
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
中
調
子
村
に
よ
る
番
小
屋
設
置
に
か
か
る
公
的
な
検
分

や
報
告
の
一
切
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
実
際
に
両
村
の
百
姓
同
士
が
衝
突
し
た
場
合
も
、
す
ぐ
に
御
山
方
な
ど
へ
問
題
を
持

ち
込
ま
ず
、一
旦
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
屋
に
話
が
通
さ
れ
て
い
る
。今
回
は
双
方
主
張
を
譲
ら
な
か
っ

た
た
め
最
終
的
に
右
の
請
書
提
出
に
及
ん
だ
が
、
も
し
両
村
間
で
折
り
合
い
が
つ
け
ば
、
番
小

屋
と
同
様
報
告
は
行
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
山
林
を
め
ぐ
る
村
々
の
交
渉
に
は
、
藩
や
御
山
方
に
報
告
の
及
ば
な
い
例
が
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あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
在
地
の
山
林
の
状
況
に
つ
い
て
、
藩
が
必
ず
し
も
把
握

で
き
て
い
な
い
事
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

藩
は
こ
の
後
山
目
付
の
設
置
な
ど
現
地
支
配
の
強
化
を
進
め
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
管
理
の
内

容
に
つ
い
て
村
方
に
委
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
村
側
と
し
て
も
極
力
当
事
者

間
の
協
議
で
済
ま
せ
、
そ
れ
で
も
解
決
に
至
ら
な
い
段
階
に
及
ん
で
藩
へ
問
題
を
持
ち
込
む
と

い
う
在
地
の
自
治
の
あ
り
方
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
こ
の
両
村
間
に
お
け
る
山
論
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
か
述
べ
て

お
こ
う
。
御
山
方
へ
届
け
ら
れ
た
こ
の
争
論
は
、
同
年
五
月
中
に
和
談
が
成
立
、
閏
七
月
に
御

山
方
の
氏
野
喜
太
夫
・
御
牧
小
右
衛
門
が
出
張
し
て
境
に
堀
を
設
け
、
傍
示
の
杭
木
六
本
を
立

て
る
こ
と
で
二
村
の
境
界
を
明
示
し
、
御
山
方
と
両
村
が
写
真
２
の
よ
う
な
絵
図
を
そ
れ
ぞ
れ

保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
、
そ
の
後
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
五
月
、
経
年
に
よ
り
堀

が
埋
ま
り
、
杭
木
の
朽
損
に
よ
っ
て
境
界
の
検
分
が
必
要
と
な
っ
た
時
も
、
こ
の
絵
図
を
元
に

境
界
が
補
修
さ
れ
た

10

。

と
こ
ろ
が
、
明
治
期
の
地
券
発
行
に
あ
た
っ
て
、
土
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
る
。

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
、
山
の
所
在
地
で
あ
る
岩
上
村
に
二
ツ
城
山
の
山
所
地
券
状
が
一
旦

発
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
同
八
（
一
八
七
五
）
年
に
一
度
地
券
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
岩
上
村
に
由

緒
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
た

11

。
こ
の
時
中
調
子
村
は
同
所
利
用
の
「
慣
行
成
蹟
」
を
主
張
し
て

た
び
た
び
岩
上
村
に
照
会
を
求
め
た
が
、
返
答
を
得
ら
れ
ず
、
岩
上
村
に
よ
る
報
告
そ
の
ま
ま

に
、
同
十
六
（
一
八
八
三
）
年
三
月
、
岩
上
村
に
地
券
が
発
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た

12

。

そ
の
た
め
同
年
十
月
、
中
調
子
村
は
同
山
内
字
真
伏
・
白
灰
に
あ
る
自
村
の
草
刈
場
の
所
有

権
を
主
張
し
て
広
島
始
審
裁
判
所
へ
提
訴
し
た
。
原
告
中
調
子
村
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
「
覚

書
」、
前
掲
の
山
所
境
界
を
示
す
絵
図
な
ど
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
、
享
保
期
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
「
慣
行
成
蹟
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
所
有
権
付
与
の
通
例
と
し
て
、

そ
の
土
地
に
お
け
る
実
績
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
単
独
で
同
所
を
利
用
し
て
き
た
自

村
に
所
有
権
を
与
え
る
よ
う
訴
え
た

13

。
そ
れ
に
対
し
、
す
で
に
地
券
を
発
行
さ
れ
た
被
告
岩

上
村
は
、
争
点
と
な
っ
た
地
所
が
従
来
中
調
子
村
と
岩
上
村
の
入
会
で
あ
っ
た
と
し
、
同
所
の

利
用
実
績
を
有
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
地
券
発
行
に
及
ぶ
ま
で
の
自
村
の
負
担
か

写真 3　杭木と境堀
写真の杭木のうち、左には「高宮郡岩上村之内　従

是南御留山境迄沼田郡中調子村草刈所」、右には「高
宮郡岩上村之内　従是南御留山境迄東ハ川限西ハ沼田
郡中調子村草刈所」と記されている。堀は写真中に点
在する四角のか所。

写真 2　両村の境界を示す絵図
（『志屋・戸山・八木村外役場文書目録』「近世文書」434）
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ら
、
地
券
発
行
の
正
当
性
を
強
調
し
、
山
番
の
設
置
な
ど
近
年
の
関
与
実
績
を
訴
え
た

14

。

先
に
も
述
べ
た
が
、
林
野
の
利
用
に
つ
い
て
実
際
の
細
か
な
事
柄
は
村
同
士
の
協
議
で
済
ま

せ
、
藩
へ
の
報
告
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
前
提
の
下
、
新
政
府
も
山
林
の
利

用
実
績
調
査
に
あ
た
っ
て
地
籍
の
村
か
ら
の
報
告
を
原
則
信
頼
し
て
地
券
を
発
行
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
今
回
の
よ
う
な
訴
訟
に
発
展
す
る
例
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
両
村
の
裁
判
の
結
果
、
始
審
は
中
調
子
村
の
使
用
実
績
を
認
め
て
中
調
子
村
の
所
有
権

を
認
め
た
が
、
岩
上
村
が
こ
れ
を
不
服
と
し
、
原
告
と
し
て
控
訴
、
上
告
に
ま
で
至
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
判
決
は
覆
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
る
裁
判
の
後
、
大
審
院
の
判
断
に
よ
っ
て
中

調
子
村
の
所
有
権
が
確
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
両
村
立
ち
合
い
で
の
山
地
実
験

を
行
っ
た
が
、
近
世
の
杭
木
や
堀
が
経
年
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
両
村
協
議
に
よ
り
双

方
所
有
地
の
境
界
を
確
定
、
五
ヶ
所
に
標
石
を
設
け
た
上
、
新
た
な
図
面
を
作
成
し
て
所
有
区

域
を
明
記
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
五
月
に
正
式
な
定
約
書
を
作
成
し15

争
論
は
終
結
を
見
た
。

裁
判
の
長
期
化
、
さ
ら
に
上
告
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
で
東
京
ま
で
の
旅
費
な
ど
多
額
の
支
出

が
必
要
と
な
っ
た
が
、
中
調
子
村
は
村
内
で
戸
数
や
土
地
面
積
に
応
じ
て
資
金
を
徴
収

16

、
さ

ら
に
、
不
足
分
は
借
金
を
し
て
ま
で
裁
判
に
臨
ん
だ

17

。
明
治
期
と
な
っ
て
か
ら
も
、
農
村
が

山
林
の
権
益
を
い
か
に
重
要
視
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
裁
判
に
お
い
て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
「
覚
書
」、
境
界
を
示
す
絵
図
が
山

所
利
用
の
慣
行
を
示
す
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
解
釈
が
判
決
の
中
で
も
重
要
な

要
素
と
な
っ
た
。
近
世
中
期
に
作
成
さ
れ
た
資
料
が
、
一
五
〇
年
あ
ま
り
後
に
な
っ
て
も
重
要

な
記
録
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
役
場
文
書
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
文
書

の
中
に
今
回
の
よ
う
な
各
村
の
近
世
文
書
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
回
取
り
上
げ
た
「
覚
書
」
を
は
じ
め
、
広
島
市
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
役
場
文
書
に
も
、

近
世
広
島
近
辺
の
村
々
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
近
世
文
書
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
自
治
体

史
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、ま
だ
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
な
い
。

今
後
、
こ
れ
ら
を
詳
細
に
分
析
し
、
広
島
の
歴
史
の
解
明
を
一
層
進
め
る
こ
と
が
課
題
と
言
え

よ
う
。

註
1　

広
島
市
公
文
書
館
編
・
発
行
『
志
屋
・
戸
山
・
八
木
村
外
役
場
文
書
目
録
』
一
九
八
三
年
の
う
ち
、

佐
東
町
域
の
役
場
文
書
の
末
尾
に
「
近
世
資
料
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
役
場
文
書
群
と
は
区
別
さ

れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
役
場
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
か
は
不
明
。

2　

前
掲『
志
屋
・
戸
山
・
八
木
村
外
役
場
文
書
目
録
』「
近
世
文
書
」四
三
五（
同
四
三
六
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
）。

本
資
料
は
、
目
録
上
「（
岩
上
村
と
中
調
子
村
の
野
山
の
草
苅
境
を
定
め
た
覚
書
控
）」
と
題
さ
れ
て

い
る
が
、
本
講
で
は
「
覚
書
」
と
略
記
す
る
。

3　

第
一
章
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
編
・
発
行
『
広
島
県
史
、
近
世
1
』
一
九
八
一
年
、
第
Ⅳ
章
第
一
節
、

安
芸
太
田
町
『
加
計
町
史
通
史
編
』
二
〇
〇
六
年
、
第
Ⅲ
章
第
二
節
第
２
項
、
第
Ⅳ
章
第
三
節
を
参

考
と
し
た
。

4　

前
掲
『
志
屋
・
戸
山
・
八
木
村
外
役
場
文
書
目
録
』「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
三
六
三
等
。

5　

前
掲
『
広
島
県
史
』
近
世
1
第
Ⅲ
章
第
二
節
2
項
。

6　

広
島
市
公
文
書
館
編
・
発
行
『
五
日
市
町
外
役
場
文
書
目
録
』
一
九
八
七
年
、「
近
世
文
書
」

一
五
、一
八
等
。

7　

同
書
一
五
、二
五
、二
七
等
。

8　

前
掲
『
広
島
県
史
』
近
世
1
第
Ⅲ
章
第
四
節
3
項
。

9　

広
島
市
編
・
発
行
『
佐
東
町
史
』
一
九
八
〇
年
、
第
五
章
第
十
二
節
。
た
だ
し
、
五
日
市
村
の
よ
う

な
沿
岸
部
で
は
産
業
・
交
通
の
発
達
に
よ
る
人
口
増
、
限
ら
れ
た
林
野
面
積
に
加
え
、
塩
田
開
発
の

盛
行
と
い
う
要
因
も
合
わ
さ
り
、
林
野
資
源
獲
得
が
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

10　

前
掲
『
志
屋
・
戸
山
・
八
木
村
外
役
場
文
書
目
録
』「
近
世
文
書
」
四
四
四
～
四
四
七
。

11　

同
書
「
岩
上
村
役
場
文
書
」
四
一
七
等
。

12　

同
書
「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
三
六
三
等
。

13　

同
書
「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
三
六
二
～
三
六
四
。

14　

同
書
「
岩
上
村
役
場
文
書
」
四
一
七
～
四
二
〇
。

15　

同
書
「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
四
一
一
、四
一
三
、四
一
四
等
。

16　

同
書
「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
三
八
一
～
三
八
六
、三
九
〇
等
。

17　

同
書
「
中
調
子
村
役
場
文
書
」
三
八
七
、三
八
八
、四
〇
一
。
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図 1　中調子村・岩上村の位置関係
（陸地測量部地形図「祇園」（明治 29 年）、「上安」「呉娑々宇山」「可部」（明治 33 年）より、一部加筆修正）
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